
職員の人事行政運営状況

龍ケ崎地方衛生組合



１．職員数に関する状況

（１） 職員数の状況（各年4月1日現在）

（２） 年齢別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

３．職員の給与の状況

（１） 職員の平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢の状況（平成24年4月1日現在）

歳 円 円 312名

歳 円 円

１
２

（２） 職員の初任給の状況（平成24年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

区 分

一般職

現業職

平成24年

5

計 22

試験採用

0現業職

職員数 1

２．職員の任免に関する状況

一般職

0

選考採用

0

0

単位：人

単位：人

単位：人

増減数

△ 1

0

17

△ 1

20歳～29歳

平成23年

（２） 退職者数の状況（平成23年度）

18

0

年 齢

※職員数は常勤職員で，休職者・派遣職員を含みます。

単位：人

（１） 採用者数の状況（平成23年度）

0

計再任用

6

0

一般職 1 0

勧奨 その他

0 0

50歳～59歳

9

5

23

計 1 0

0

現業職 0 0

区 分 定年

計

0 1

0

計

1

0

403,665

平均給与月額

0

0

0

一般職 47.4 353,858

区 分

区 分 平均年齢 平均給料月額

30歳～39歳

6

40歳～49歳

326,20240.8 284,260

「平均給料月額」とは，平成2４年４月１日現在における職員の基本給の平均です。

現業職

（注）
「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，住居手当，時間外勤務手当，

一般職
大 学 卒 172,200

通勤手当などの諸手当の額を合計したものです。

区 分
龍ケ崎地方衛生組合 国

初任給 初任給

172,200

高 校 卒 140,100 140,100

現業職
高 校 卒 137,200 -

中 学 卒 -129,200



（３） 一般行政職の級別職員数等の状況

○ 一般職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

1 1 1 1 1 1

1 -1

1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1

1

-1 1 1 -1 1 -1 1 -1

-1 -1 1 1 1 1 -1 -1

-1 -1 -1 -1

○ 現業職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

1 1 1 1 1 1

1 -1

1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1

1

-1 1 1 -1 1 -1 1 -1

-1 -1 1 1 1 1 -1 -1

-1 -1 -1 -1

４．職員の手当の状況
（１） 期末手当・勤勉手当

千円

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

加算措置の状況 加算措置の状況

合 計 2.6

役職加算 ５～15％

1.35

0.675

６月期

役職加算 ５～20％

・職務上の段階，職務の級等による加算措置

2.6

管理職加算 10～25％

1.35

0.6751.225

合 計

４ 級 技能労務副主幹の職務

１２月期

5

0.675

５ 級

６ 級

３ 級

合 計

区 分

２ 級

１ 級

標準的な職務内容

％

人

3

人

％人
1 5.9

職員数

0

構成比

人

人

52.9

11.8

％

課長及び副参事（龍ケ崎地方衛生組合職員
の給与に関する規則（平成5年龍ケ崎地方
衛生組合規則第3号。以下この表において
「給与規則」という。）の職務

人

運転手，衛生工手，土木工手，用務手及び
給食手の職務

事務局次長及び参事（給与規則別表第1に
掲げる職をいう。）の職務

人

17
人

－

1

期末手当 勤勉手当

％

国

100.0

人

１ 主査の職務
２ 課長補佐の職務

３ 級

％

％

％

構成比

5.9
％

17.6

１人当たり平均支給額（23年度）

1,500

0.0

2

9

４ 級

1 主事補又は技師補の職務
２ 主事又は技師の職務

人

1 副主幹の職務
２ 主幹の職務

1 主任の職務
２ 係長の職務

期末手当 勤勉手当

６月期

0.675

1.225

100.0

％

40.0

合 計

％人

１ 技能労務主幹の職務
２ 技能労務主任の職務

技能労務主事補の職務

職員数

0.00

％

％

％
７ 級

事務局長（給与規則別表第1に掲げる職を
いう。）の職務

5.91

１ 級

技能労務主事の職務

標準的な職務内容

２ 級

区 分

20.01

0

40.0

人

％

0.0

2

1.375１２月期

人

人

2

龍ケ崎地方衛生組合

・職務上の段階，職務の級等による加算措置

５ 級

1.375



（２） 退職手当（平成24年4月1日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置2～20％

（３） 特殊勤務手当（平成24年4月1日現在）

千円

円

％

（４） 時間外勤務手当

（５） その他の手当（平成24年4月1日現在）

円 221

47.50

廃棄物の処理作業に従事する職員特殊勤務手当

龍ケ崎地方衛生組合

33.50

配偶者 13,000円
配偶者以外 各6,500円
16歳から22歳までの子１人につ
き5,000円加算

内容及び支給単価

千円 千円

千円

支 給 実 績

支給職員１人当たり平均支給年額

千円

国の制度と
異なる内容

手 当 名

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

875

60.9

主な支給対象業務

62,550

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度）

支給実績（23年度決算）

59.28 59.28

主な支給対象職員

23.50

1,666 1,825

107

左記職員に対する支給単価

59.2859.28

59.28

92

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

区 分 平成22年度

手当の名称

手当の種類（手当数）

国

定年前早期退職特例措置2～20％

同 3,510

国の制度
との異同

扶養手当

廃棄物の処理作業

1

41.34

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

33.50

47.50

30.55 30.55

41.34

23.50

59.28

支給実績
（23年度決算）

作業従事１日につき３００円

平成23年度

千円

支給職員１人当た
り

平均支給年額
（23年度決算）

250,714



円 84

円 342

円 79

※ 内容及び支給単価については，主なものを掲載しています。

５．特別職の報酬等の状況（平成24年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

6,800日額

〃 （議会議員選出）

6,800

〃 6,300

〃公平委員会委員長

監査委員（知識経験）

〃 委員

〃 6,800

〃 6,300

〃 6,300

情報公開審査会会長

〃 委員

〃 88,000

51,000

議会副議長

〃

52,000

54,000

議会議員 〃

〃

千円

管理職手当

648

6級地（給料の３％）

借家の場合，家賃が12,000円を
超える場合，家賃の額に応じて
27,000円を限度に支給

住居手当

地域手当

同

24年度より支給。現給保障支給対象者については新給料表月
額から算出し合算したものと現給保障額との比較を行い上回っ
た分のみ支給する。

年額

2,645

96,000

給 料 月 額 等

千円

1,472 千円 63,982

報
酬

議会議長

乗用車を利用する場合距離に応
じて支給 2,000円～24,500円。
電車，バスを利用する場合，6ヶ
月定期を基本として1ヶ月当り
55,000円まで支給

異

同

管理・監督する地位にある職員
に支給
事務局長： （月額） 72,000円
事務局次長： （月額） 55,000円
課長： (月額） 53,000円
課長補佐： （月額） 33,000円
※現在，上記の20％を減額して
支給しています。さらに55歳以上
で6級以上の者は98.5/100を乗
じて得た額を支給。

管理者

副管理者

区 分

通勤手当

440,832

324,000



６．職員の勤務時間，その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間（平成24年4月1日現在）

○一般職の勤務時間について

（２）休暇

○年次有給休暇 毎年度4月～3月の１年間当たり２０日を超えない範囲内

前年の繰越は２０日の範囲内で残日数

休暇単位は１日又は半日。１時間単位でも取得できます。

○療養休暇

・公務による場合 その療養に必要と認める期間

・私事による場合 ９０日の範囲内

○特別休暇

○看護休暇

○短期介護休暇

○介護休暇

（無給） ・介護を必要とする一の継続する状態ごとに，連続する６月の期間内において必要と認められ

る期間

職員が配偶者，父母，子，配偶者の父母，祖父母，孫及び兄弟姉妹を介護する場合の休暇。
任命権者の承認を受けなければなりません。

休憩時間

平均取得日数

8:30

要介護者の通院等の付き添い，要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続
の代行その他の要介護者の必要な世話を行うために，一年度において5日（要介護者が2人
以上の場合にあっては，10日）の範囲内の期間

選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故等の事由により職員が勤務しないことが相当で
ある場合の休暇。任命権者の承認を受けなければなりません。

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり，勤務しないことがやむを得ないと認められ
る場合の休暇。任命権者の承認を受けなければなりません。

17:15

年次有給休暇

平成23年度

中学校就学の始期に達するまでの子の看護（病気，けが，予防接種又は，健康診断を受けさ
せること）のために，一年度において5日（中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の
場合にあっては10日）の範囲内の期間

18.8

・午前８時３０分から午後５時１５分まで（7時間45分勤務）

・休憩時間 正午から午後１時まで（1時間）

12:00 13:00


